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労災リスク・インフォメーション ＜第２２号＞ 
 

 

労働災害で最も多い「転倒災害」の動向と対策 

 

１．はじめに 

全産業の休業 4 日以上の死傷災害において最

も多く発生する事故の型が、平成 17 年に「墜落・

転落」から「転倒」に変わって以来、転倒災害

は現在に至るまで最多発生率となっている（図

表 1）。厚生労働省および労働災害防止団体では、

転倒災害の減少を図るため、平成 27 年 1 月から

「STOP！転倒災害プロジェクト 2015」を開始し

た。転倒災害の防止に重点的に取り組んできた

ものの、依然として最も件数が多く、期限を設

けずに平成 28 年から「STOP！転倒災害プロジェ

クト」として継続している。本稿では、その動

向・原因・対策等について紹介する。 

 

２．転倒災害の動向 

（１）年代別転倒災害の発生状況 

転倒災害は、年齢とともに増加する傾向が見られ（図表 2）、20 歳代に比べると 50 歳以上の労働者

では、約 7 倍の死傷者数となっている。これら転倒による被災者数の増加には、加齢によるバランス

や筋力などの身体機能の低下が関連していると考える。 

なかでも平衡機能の低下は顕著で、20 歳代の各種身体機能を 100％とすると 50 歳代でおよそ 48％に

まで低下している（図表 3）。また、薄明順応（暗い所に入った際により早く暗さに順応して物が見え

るようになる能力）も 36%に減少している。これらは、高年齢の労働者は、平衡機能を必要とする高

所作業や暗がりにおける段差や階段などでの作業において特に注意が必要であることを示している。 

さらに雇用延長制度などにより高年齢労働者数は増加すると考えられるため、今後も転倒災害によ

る死傷者数および発生割合は増加する可能性がある。 
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図表２ 事故の型ごとの年齢分布（転倒）

（労働安全衛生総合研究所「安衛研ニュース No.78 
(2015-03-06)」を元にインターリスク総研で作成） 

図表 3 加齢に伴う各種⾝体機能の変化
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図表１ 事故の型別死傷災害発生状況（平成 27 年・全産業）

（厚生労働省「労働災害発生状況」（平成 27 年）を元に 

インターリスク総研で作成） 
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（２）業種別転倒災害の発生状況 

 転倒災害では、第三次産業が全体の 63％を占めている（図表 4）。第三次産業の中では、小売業など

の商業が全体の 3 分の 1 を占めており、次いで社会福祉施設・医療保健業などの保健衛生業となって

いる（図表 5）。これら業種では産業構造の変化に伴って就労人口が拡大を続けており、拡大に伴い経

験の浅い労働者が職場に潜む危険を察知できないことも一因と考えられる。 

第三次産業以外では製造業が多くなっており、その中でも食料品製造業が製造業全体の 42.1％と多

くを占めている（図表 4）。これは食品衛生上の観点から床面の水洗い清掃が行われ、床面が濡れてい

る状態が多いことも一因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．転倒の原因 

『労働災害分類の手引』（中央労働災害防止協会）

によると、「転倒」とは、「人がほぼ同一平面上で転ぶ

場合をいい、つまずき、またはすべりにより倒れた場

合等をいう。車両系機械などとともに転倒した場合も

含む。交通事故は除く。」と定義されている。 

転倒の原因として、「すべって」は約 41％、「つまづ

いて」が 28％、「すべって」「つまづいて」の合計で約

7 割を占めている（図表 6）。従って、転倒の対策を考

える際には、「すべり」「つまづき」を軸に考えていく

ことが大切である。 

 

次に具体的なシーンをイメージするため事故例を

ピックアップしたので参照いただきたい（図表 7）。 
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図表 4 業種別転倒災害発生状況（抜粋）

（厚生労働省「労働災害発生状況」（平成 27 年）

を元にインターリスク総研で作成） 
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図表 5 転倒災害の第三次産業死傷数業種別内訳 
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図表 6 製造業の転倒災害の事故の型別内訳 

（厚生労働省 職場のあんぜんサイト「製造業事故の型の内訳

別死傷者数」（平成 22 年）を元にインターリスク総研で作成）
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（１）「すべり」について 

すべりは、靴と床面間の摩擦が低下することにより生じる。主たる要因はすべりやすい床面であり、

また不適切な履物の使用により発生頻度が増加する。 

 すべりによる転倒において、後方に転倒した場合、高齢者では、シリモチをついて腰椎の圧迫骨折、

また手が上手くつけない場合には、後頭部を強打する危険性がある。転倒して手を着いた際に、腕の

橈骨（とうこつ）や上腕骨、やや横方向へ転んだ際には、大腿骨部の骨折などの危険性が高くなる。 

 

（２）「つまづき」について 

つまずきは、歩いている際にわずかの段差、また、階段の蹴上げ（けあげ）を超えるために必要な

高さまでつま先を上げられなかった際に発生する。その際、つま先を段差や階段などにぶつけ、身体

が前方向に引っ張られるような力が働き、前方や横方向へ転倒する。高齢になるほどスリ足歩行にな

り、わずかな段差でつまずきやすくなる点にも留意したい。 

 

４．転倒災害の防止対策 

転倒対策には、すべりの防止・つまずきの防止、また各原因の横断対策として、体力の強化・ＫＹ

（危険予知）活動等があるが、いずれにしても特効薬とは言い難く、４S（整理、整頓、清掃、清潔）

を地道に徹底していくことが対策の基軸となる。  

 

（１）すべりの防止 

  ①床面を良く清掃する。 

②床面の水や油は良く拭き取る。 

③すべり止めのマットを敷く。 

（厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働災害事例」）

＜例 1＞ 

床にこぼれた水や油ですべって  

＜例 3＞ 

床上に露出したコード等につまずいて 

 ＜例 2＞ 

凍結した路面ですべって 

 ＜例 5＞ 

集積してあった鉄筋を踏みバラン

スを崩して 

 ＜例 6＞ 

踏み台がすべって 

 ＜例 4＞ 

梱包結束材に足を引っ掛けて 

図表 7 転倒災害の事故例 
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④すべり止めのテープを貼る。 

⑤すべりにくい靴底の靴を履く。 

⑥凍結している場所を歩行する際は、小さな歩幅で、靴の裏全体をつけ、時間に余裕を持って「急

がず、ゆっくり」行動する。 

⑦凍結が予想される早朝に、管理者はメールなどで労働者へ出勤時のすべりによる転倒予防の注

意喚起を行う。 

 

（２）つまずき対策   

  ①通路等に物を置かないようにする。 

②床面の凹凸を出来るだけなくす。 

③通路の損傷は、早く直す。 

④通路面を明るくする。 

⑤作業中及び終了後の不要材の片付け、引き上げをその都度行う（後回しにしない）。 

⑥段差部にスプレー、粘着トラテープ等により色別表示（黄色・赤色）を行い、見える化を図る。 

⑦段差各所の目線の高さに、注意表示を設置する(高すぎると目視出来ない）。 

⑧コード類を床に埋め込む、あるいはスロープ状のカバーでコード類を覆う。 

⑨カバーなどのはがれがないか、通路については定期的に点検を行う。 

 

（３）体力強化 

  ①バランスや敏捷性などの運動機能を高める体操などを定期的に行う。 

②普段から足腰を鍛える。 

③良く歩く。（特に加齢対策） 

 

（４）ＫＹ（危険予知）活動 

   ＫＹ活動とは、作業を始める前に「どんな危険

が潜んでいるか」を職場内で話し合い、危険なポ

イントについて合意し、皆で話し合って対策を決

め、設定された行動目標や指差し呼称項目を一人

ひとりが作業の中で実践する方法である。要所で

指差し呼称により集中力を高め、安全を確認しな

がら作業を行うため、転倒災害の防止に効果があ

る。 

 

（５）チェックシートの活用 

あらかじめ全てのケースを網羅しようと考えて

いては、なかなか一歩が踏み出せない。厚生労働

省が作成している『転倒災害防止のためのチェッ

クシート』など既成のものを活用し、まずは行動

に移し、実施しつつ自社用にカスタマイズしてい

くのも一つの方法である（図表 8）。 

 

 

 

 

図表 8 転倒災害防止のためのチェックシート

（厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署） 
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６．おわりに 

転倒は、いつでも・どこでも・誰にでも発生するため、「ちょっと転んだだけ」「急いでいたため」

と言って軽視されがちである。そのため、十分な対策もなされず、再度転倒災害を起こしてしまうと

いう側面がある。 

転倒災害を防ぐには、まず社員一人ひとりへ「転倒は労働災害である」という意識づけを行ったう

えで、災害が多発している場所や環境・行動に着目して原因を洗い出し、順次対策を講じていくこと

が大切である。 

 本稿が転倒災害の理解と整理、そして対策の一助として寄与できれば幸いである。 

以上 
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＜安全文化グループ＞ 
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  が生じる根本要因を把握し、必要な対策を診断書として提供します。 
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